
 

 

令 和 ５ 年 度 

宮 古 市 職 員 採 用 試 験 案 内 

あなたの想いが宮古を彩る‼ 

 

              職員採用ＰＲ動画をぜひご覧ください！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ先 

宮古市総務部総務課職員係  電話 0193-62-2111（内線 4216・4217） 

〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目１番３０号 

ＵＲＬ  https://www.city.miyako.iwate.jp 

Ｅ-mail  somu@city.miyako.iwate.jp  

★従来の教養試験から、民間企業志望者、新規学卒者でも試験し

やすい教養試験に変更！〔公務員試験の準備がいらない！〕 

★職員採用は人物重視のため、第１次試験に面接試験を実施！ 

（｢社会人・就職氷河期世代枠｣､｢会計年度任用職員経験者枠｣を除く） 

★昨年度と同様、前期と後期（２回）の採用試験を実施！ 

★前期試験では、第１次試験に教養試験を課さない｢社会人枠｣

「就職氷河期世代枠｣｢会計年度任用職員経験者枠｣試験を実施！ 

★専門知識を有する者を確保するため･･･、 

 ⇒法律専門職、水産振興職、保健師、栄養士、助産師の任期付

職員採用試験を実施！ 

 ⇒土木技術職（社会人枠）、電気技術職（社会人枠）は、通年

募集とし、随時試験を実施！ 

令和５年度：試験の特徴 

職員採用 

ＰＲ動画 
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令和５年度 宮古市任期付職員採用試験案内 
 

■試験申込受付期間 

令和５年６月１日（木）～６月３０日（金） 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目１番 30 号 

  宮古市総務部総務課職員係 

   電話 0193-62-2111（内線 4216・4217） 

   ＵＲＬ  https://www.city.miyako.iwate.jp 

   Ｅ-mail  somu@city.miyako.iwate.jp 

 

令和６年４月１日に採用する宮古市任期付職員の採用試験を次のとおり行います。 

〔任期付職員とは〕 

行政の高度化・専門化に対応するため、専門的知識 ・ 経験等を有する人や一定の期間内に限

り業務量の増加が見込まれる仕事に従事する人を、任期を定めて採用するものです。 

 

１ 採用予定職種、人数及び受験資格 

試験職種 
採用予定 

人  数 
業 務 内 容 受   験   資   格 

任期付 

法律専門職 
１名 

訴訟、行政不服申立、
条例等の制定改廃等に
おける指導・助言、公
益通報窓口業務等 

弁護士資格を有している人 

任期付 

水産振興職 
１名 

養殖事業や水産物ブラ
ンド化等の水産振興関
連業務等 

水産事業に精通しており、官公庁、民間企業等で職
務経験が３年以上ある人（Ｕ・Ｉ・Ｊターンを考え
ている人を含む） 

任期付保健師 若干名 
保健福祉部門における
被災者支援業務等 

保健師資格を有しており、官公庁、民間企業等で職
務経験が３年以上ある人（Ｕ・Ｉ・Ｊターンを考え
ている人を含む） 

任期付栄養士 若干名 
保健福祉部門における
被災者支援業務等 

管理栄養士又は栄養士資格を有しており、官公庁、
民間企業等で職務経験が３年以上ある人（（Ｕ・
Ｉ・Ｊターンを考えている人を含む） 

任期付助産師 若干名 
保健福祉部門における
乳児産婦訪問支援業務
等 

助産師資格を有しており、官公庁、民間企業等で職
務経験が３年以上ある人（Ｕ・Ｉ・Ｊターンを考え
ている人を含む） 

※ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

  ①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

  ②宮古市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

  ③日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれ

に加入した人 

※受験者数に関わらず、試験の成績によっては合格者数が採用予定人数を下回ることがあります。 

(注) 任期付職員の任期は、令和６年４月１日から令和８年３月３１日までです。ただし、本人の同意を得て採

用日から５年を超えない範囲内で任期を更新することもあります。 
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２ 試験の日時 

第１次試験 

（書類選考） 
提出された職務経歴書等に基づき、応募資格の有無、職歴経験について審査のうえ選考 

最終試験 

（面接試験） 

日時：令和５年８月上旬 

会場：宮古市役所 （試験室については、第１次試験の合格通知においてお知らせします） 

 

３ 受験申込書の請求 

直接請求 
宮古市役所４階総務課、田老・新里・川井総合事務所で配布します。 

また、宮古市のホームページからもダウンロードできます。 

郵便請求 
封筒の表に希望職種（上記１試験職種）を赤字で明記し、１２０円切手を貼付したＡ４判

返信用封筒（角２）を同封し、請求してください。 

 

４ 受験申込書類、受験申込先及び受付期間 

受験申込書類 

○職員採用履歴書（別紙様式１）・・・１部  (※注意:所定の箇所に顔写真を貼付のこと) 

○職務経歴書  （別紙様式２）・・・１部 

○自己ＰＲカード（別紙様式３）・・・１部 

申 込 先 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目１番３０号 宮古市総務部総務課職員係 

持参の場合   ・受付期間 ： 令和５年６月１日（木）から６月３０日（金）まで 

持 参の場合   ・受付時間 ： 午前８時３０分～午後５時１５分 （土曜日・日曜日・祝日を除く） 

郵送の場合   令和５年６月３０日（金） 午後５時１５分 必着 

 

５ 試験の方法及び内容 

第１次試験 書類選考 

最終試験 
人物試験（エントリーシートによる個別面接） 

身体検査（指定した健康診断書の提出による） 

  ※最終試験で使用するエントリーシートは、第１次試験の合格者に郵送します。 

 

６ 合格者の判定方法 

第１次試験 
提出された「職員採用履歴書」､「職務経歴書」､「自己ＰＲカード」から、資格の有無等

を審査し、基準を満たした方を合格者とします。 

最終試験 身体検査及び個別面接５段階評価による得点合計の上位者を合格者とします。 

  ※受験者数に関わらず、試験の成績によっては合格者がない場合があります。 
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７ 試験結果の通知 

 ⑴ 試験の合否については、受験者全員に通知します。 

 ⑵ 宮古市個人情報保護条例の規定に基づき、口頭で開示請求することもできます。 

試験内容 
開示請求 

できる人 
開示内容 開示時期・時間 開示場所 

最終試験 不合格者 得点及び順位 
試験結果の発送日（消印日）から起算して１ヶ月間 

土曜日､日曜日､祝日を除く午前８時30分～午後５時15分 

宮古市 
総務部 
総務課 

  ※開示請求の際、電話・はがき・代理人等による請求はできませんので、受験票又は受験者本人であることが

確認できる書類（運転免許証、旅券等）を持参の上、受験者本人が、直接開示場所へお越しください。 

 

８ 合格から採用まで 

   最終合格者は、採用候補者名簿に登載され成績順に採用されます。 

   なお、採用予定日は、令和６年４月１日です。 

 

９ 給与・勤務時間 

初 任 給 

給料は、宮古市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の規定に基づき、経験年数、

経歴等を勘案して決定します。給料のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉

手当等が支給されます。 

福利厚生 年次有給休暇、社会保険等は常勤職員と同等です。 

勤務時間 １日の勤務時間は、７時間４５分です。 

 


